
 

 

 

 

中小企業者等の金融円滑化に向けた貸付条件の変更等の 

取組み状況について 
【平成 23年 9月末時点】 

 

興能信用金庫（理事長 數馬 嘉雄）は、平成 21 年 12 月 4 日に施行された「中小企業等に対する

金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の趣旨を踏まえて、中小企業等の皆様からの借入

申込みや貸付条件の変更の相談等に対して、これまで以上に親切・丁寧・迅速に、加えて各々の実状

に即した対応に努めてまいりました。 

 今般、貸付条件の変更等の実績を取りまとめ致しましたので、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

(中小企業者である場合)                          (単位：件、百万円) 

貸付条件変更の 

申込み 

 

内、実行に係る 

貸付債権 

内、謝絶に係る 

貸付債権 

内、審査中の 

貸付債権 

内、取下げに係る 

貸付債権 

債権数 債権額 債権数 債権額 債権数 債権額 債権数 債権額 債権数 債権額 

1,385 15,247 1,279 13,745 32 682 26 324 48 494 

 

 

(住宅資金借入者である場合)                        (単位：件、百万円) 

貸付条件変更の 

申込み 

 

内、実行に係る 

貸付債権 

内、謝絶に係る 

貸付債権 

内、審査中の 

貸付債権 

内、取下げに係る 

貸付債権 

債権数 債権額 債権数 債権額 債権数 債権額 債権数 債権額 債権数 債権額 

74 818 64 717 3 32 1 14 6 55 

 

 

 

 

 

 

 

 



金融円滑化に向けた当金庫の取組みについて 

 

第1． 地域金融円滑化のための基本方針の概要 

 

興能信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経

済の発展に寄与するため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んで

まいります。 

◇ 取組み方針 

     地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地域が限定された協同

組織金融機関である興能信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。 

     私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、こ

れまでと同様、お客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真撃に

取り組みます。 

 

◇ 金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備 

     当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っ

ております。 

・「金融円滑化管理方針」を制定し、実効性を確保するため「金融円滑化管理責任者」を選任 

・理事会及び金融円滑化管理責任者等の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を策定 

・事業資金並びに住宅資金の貸付条件の変更等に関する申込等については、全営業店に「ご

返済相談窓口」を設置し対応 

・貸付条件の変更等に関する苦情等については、窓口を本部リスク管理部に設置 

・顧客の事業価値を適切に見極めるための能力向上のため、職員に対して研修等を実施 

 

◇ 他の金融機関等との緊密な連携 

     当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等の申し

出があった場合など、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたとき

は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・

照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。 

 

第2． 金融円滑化措置の状況を適切に把握するための体制について 

 

   当金庫では、借入れ条件の変更等の対応状況を適切に把握するための体制を整備しております。 

（1）金融円滑化管理責任者等 

      金融円滑化管理責任者及び金融円滑化管理部門である審査部は、関係業務部門及び営業



店等に対し、金融円滑化の適切な実施を確保するための具体的な方策を指示し、これらの

部門等における金融円滑化が適切に行われるよう管理します。 

      また関係業務部門及び営業店等において適切な金融円滑化の実施を確保するため、定期

的にまたは必要に応じて随時、金融円滑化関連情報を収集し、当該情報を適切に管理する

とともに、その内容を分析します。 

      お客さまの窓口となる営業店においては、新規融資や貸付条件の変更等の申込み等に対

する顧客説明及び顧客サポートの適切性・十分性を確保するため、営業店長を顧客説明管

理責任者、融資担当役席を顧客サポート管理責任者とし、お客さまに対する金融円滑化に

関するご相談、経営相談や経営改善のお手伝い等適切なサポートを行います。 

（2）金融円滑化に関する実施状況の記録の保存と報告 

      営業店では、お客さまからの借入れ条件変更等の相談・申込みの内容、謝絶に至った場

合の具体的な内容を適切に記録、保存します。営業店長は借入れ条件変更等の申込の内容

が漏れなく記録されているかを点検するとともに、これらの受付状況及び進捗状況等を定

期的に金融円滑化管理部門に報告します。金融円滑化管理部門は定期的または必要に応じ

て金融円滑化管理責任者に対して報告します。金融円滑化管理責任者は、これら記録を取

りまとめ、定期的にまたは随時、理事会、及び監事会等へ報告を行う体制とします。 

 

第3． お借入れ条件の変更等に係る苦情相談を適切に行なうための体制について 

 

・お借入れ条件の変更等に係る苦情相談は、全営業店での対応のほか、本部においては、リス

ク管理部に「貸付条件変更等に関する苦情等相談窓口」を設置し、お客さまからの苦情相談

に対応しております。 

・営業店等で受け付けた苦情相談に関しては、責任者が迅速・誠実に対応し、受付した苦情相

談の内容を全て記録、保存するとともに、リスク管理部に報告します。 

   ・本部担当部署の助言が必要とされるものについては実態把握を早急に進め、場合によっては

関係部署と協議のうえ対応を図ります。 

 ・リスク管理部は、苦情等の発生原因・傾向等を分析し、必要に応じコンプライアンス委員会

を開催するとともに理事会へ報告します。また各月の苦情等については、コンプライアンス

委員会において詳細検討の上、概要・発生原因・対応策・結果などを取りまとめ、理事会へ

報告し、再発防止策として全部店に対しフイードバックします。 

 

第4． お借り入れ条件変更後の改善又は再生のための支援を適切に行なうための体制について 

 

   （1）営業店の体制 

      営業店においては、中小企業のお客さまとのリレーションを通じ、財務内容の改善のみ



ならず、経営全般に関して支援、助言ができる役職員の能力向上に努め、お客さまのニー

ズに応えることができる体制を強化しています。また、経営改善計画書の策定に関し要請

があったお客様に対しては、策定の支援をしています。 

     経営改善計画書を策定した先に対して、営業店では定期的に当該企業を訪問し、経営改善

計画の進捗状況を確認・検証し、経営改善計画の見直し等を助言・支援する等、コンサル

ティング機能の発揮と、きめ細かな対応を行っています。 

   （2）本部の体制 

      本部においては、業務戦略部による経営情報・ビジネスマッチング情報等の提供、人材

育成の面では、お客様の事業価値を適切に見極めるための能力向上のため、職員に対して

研修等を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 5． 法第４条に基づく措置の実施状況(別表１ならびに別表２) 

(別表１) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

【債務者が中小企業者である場合】 

(単位：百万円) 

 平成 21 年 

12 月末 

平成 22 年 

3 月末 

平成 22 年 

6 月末 

平成 22 年 

9 月末 

平成 22 年 

12 月末 

平成 23 年 

3 月末 

平成 23 年 

6 月末 

平成 23 年 

9 月末 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 537 2,161 4,141 6,904 9,187 10,887 13,455 15,247 

 うち、実行に係る貸付債権の額 216 1,614 3,106 5,619 7,653 9,577 11,483 13,745 

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 9 210 260 536 540 560 682 

うち、審査中の貸付債権の額 320 460 699 871 607 321 950 324 

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 77 125 152 390 447 461 494 

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付

債権のうち実行に係る貸付債権の額 
26 627 1,335 2,632 3,458 4,639 5,533 6,888 

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付

債権のうち謝絶に係る貸付債権の額 
0 9 197 247 306 309 330 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別表２) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

【債務者が中小企業者である場合】 

(単位：件) 

 平成 21 年 

12 月末 

平成 22 年 

3 月末 

平成 22 年 

6 月末 

平成 22 年 

9 月末 

平成 22 年 

12 月末 

平成 23 年 

3 月末 

平成 23 年 

6 月末 

平成 23 年 

9 月末 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 67 268 475 692 882 1,051 1,229 1,385 

 うち、実行に係る貸付債権の数 40 211 404 608 781 943 1,115 1,279 

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 1 15 17 24 26 27 32 

うち、審査中の貸付債権の数 27 34 33 40 41 39 42 26 

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 22 23 27 36 43 45 48 

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付

債権のうち実行に係る貸付債権の数 
4 54 112 189 254 329 407 498 

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付

債権のうち謝絶に係る貸付債権の数 
0 1 13 15 17 18 19 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 6． 法第５条に基づく措置の実施状況(別表 5 及び別表 6) 

(別表 5) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

【債務者が住宅資金借入者である場合】 

(単位：百万円) 

 平成 21 年 

12 月末 

平成 22 年 

3 月末 

平成 22 年 

6 月末 

平成 22 年 

9 月末 

平成 22 年 

12 月末 

平成 23 年 

3 月末 

平成 23 年 

6 月末 

平成 23 年 

9 月末 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 30 166 306 436 627 686 770 818 

 うち、実行に係る貸付債権の額 9 73 201 329 505 578 674 717 

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 32 32 32 32 32 32 

うち、審査中の貸付債権の額 20 86 22 20 36 22 7 14 

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 5 50 53 53 53 55 55 

 

(別表 6) 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

【債務者が住宅資金借入者である場合】 

(単位：件) 

 平成 21 年 

12 月末 

平成 22 年 

3 月末 

平成 22 年 

6 月末 

平成 22 年 

9 月末 

平成 22 年 

12 月末 

平成 23 年 

3 月末 

平成 23 年 

6 月末 

平成 23 年 

9 月末 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 3 17 29 41 54 62 71 74 

 うち、実行に係る貸付債権の数 1 8 18 30 43 51 61 64 

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 3 3 3 3 3 3 

うち、審査中の貸付債権の数 2 8 4 3 3 3 1 1 

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 1 4 5 5 5 6 6 

 


